
公益財団法人鹿児島市公園公社自動販売機設置業務に係る企画提案競技実施要領 

 

 

１ 概要 

 （１）設置予定場所と設置台数・・・（参考１） 

 下記に自動販売機等を設置するものとする。 

   

エリア１ 

    平川動物公園・錦江湾公園・七ツ島公園    

① 駐 車 場 内：ペットボトル・缶自動販売機３台 

② 食堂下売店横：ペットボトル・缶自動販売機３台 

     ③ 遊 園 地 内：ペットボトル・缶自動販売機２台 

④ 休養広場 内：ペットボトル・缶自動販売機１台 

     ⑤ サル舎付近休憩所内：ペットボトル・缶自販機３台 

     ⑥ 不思議な動物ゾーン内：ペットボトル・缶自動販売機２台、ダストボックス１台 

⑦ ふれあいショップ横：ペットボトル・缶自動販売機１台、子供向け紙パック１台 

     ⑧ 散歩道売 店：ペットボトル・缶自動販売機３台、ダストボックス２台 

⑨ 七ツ島駐車場：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 1 台 

⑩ 七ツ島公園内：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 1 台 

エリア２ 

中央公園 

① 管理棟前：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 1 台 

② トイレ前：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス２台 

エリア３ 

かごしま健康の森公園・八重山公園 

① ショップ森（正面入り口側）：ペットボトル・缶自動販売機 1 台 

紙パック 1 台（牛乳含む） 

② ショップ森(わんぱく広場側)：ペットボトル・缶自動販売機 1 台 

③ アクアジムロビー（靴箱側）：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、紙コップ 1 台 

紙パック 1 台（牛乳含む） ダストボックス 2 台  

④ アクアジムロビー(ロビー側）：ペットボトル・缶自動販売機 2 台 

ダストボックス 2 台 

⑤ 第一駐車場：ペットボトル・缶自動販売機 1 台 

⑥ テニスコート：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 1 台 

⑦ ハーモニー売店：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 2 台 

⑧ 運動広場：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 1 台 

⑨ ファミリー広場：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 4 台 

⑩ 八重山公園てんがら館：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 2 台 

⑪ 八重山公園多目的広場前：ペットボトル・缶自動販売機 1 台、ダストボックス 2 台 

  

 

 



（２）電気容量等 

単相 100Ｖ、各コンセント容量 1,500Ｗ 

給水口径 13 ㎜ 

 

 （３）建物、土地使用料 

     建物、土地使用に係る鹿児島市への行政財産目的外使用料は当公社負担 

 

（４）自動販売機設置等の費用負担 

行政財産目的外使用料、光熱水費以外の、以下の全てについて設置業者負担とする。 

①設置及び撤去、管理運営に係る一切の費用 

②デザイン及び工事費等 

③個々の自動販売機への計量法に定められた電力メーター・水道メーター（かごしま

健康の森公園コップ自販機のみ）の設置費用 

なお、各分電盤ブレーカーの二次側からコンセントまでの配線および電力量計、ならび

に水道管の直近の仕切弁以降の配管について施工すること、また、不具合発生時は設置業

者にて適切な対応を取る。 

また、契約期間満了後（変更する場合も含む）には、設置業者の責任で自動販売機等を

撤去する。 

 

（５）管理運営 

    空き缶等の回収、商品や消耗品の補充、保守管理、つり銭準備、修理、販売代金の回収な 

どの管理運営上に係る業務については全て設置業者で対応する。 

 

（６）契約期間 

    契約期間は、令和３年４月１日から令和８年３月３１日までの５年間とする。 

    ただし、鹿児島市の公園施設設置許可次第で期間を変更する場合がある。 

 

２ 企画提案の方式 

 （１）エリア１、２、３に分けて実施し、それぞれ台数分を一括提案とする。 

 （２）企画案の一部を外部委託することもできるが、責任の所在は、企画提案者（契約者）と    

する。 

 

３ 企画提案書の提出 

（１）提出書類等 

    ８部（正本１部、副本（写し）７部） 

    また、企画提案書の電子データを格納したＵＳＢメモリを１部提出すること。 

（Excel・Word・PDF） 

 

（２）提出場所 

    〒８９２－０８１６ 

    鹿児島市山下町１５番１号 

    （公財）鹿児島市公園公社 （担当：勝目） 



 （３）提出期限 

    令和２年１２月２４日（木）午後５時１５分まで （期限厳守。土・日祝日除く。） 

   

（４）受付時間 

   午前８時３０から午後５時１５分まで（正午から午後１時までの時間を除く。） 

  

（５）提出方法 

    持参又は郵送 

 

 （６）提出書類の作成方法 

    提出書類は A４サイズまたは A３サイズで、次の①～⑥の順で構成する。 

    

   ①販売予定商品等：次の項目について明記する。 

    ア 商品名（過去１年、市内に設置した自動販売機の売上本数･金額を記入）容量 

イ 販売予定単価 

ウ 納入予定価格（現金のみ対応機種・キャッシュレス対応機種） 

エ 手数料率など（現金のみ対応機種・キャッシュレス対応機種） 

  

   ②売上見込（概算） 

それぞれの自動販売機の月ごとの売上見込額 

 

③自動販売機の機種等（概要、機能、サイズ、デザイン等）：次の項目について明記する。 

ア 省エネや環境に配慮した機種機能（年間消費電力量） 

    イ キャッシュレス対応機種等（カードの種類） 

    ウ サイズ（欠品を起こしにくい大容量機種等） 

 

   ④管理運営体制：次の項目について明記する。 

 ア 売り切れ・つり銭切れ・故障 

イ 商品の補充間違い 

ウ 常時・繁忙期（ＧＷ、夏休み等）の対応などの具体的な管理運営体制（具体的な回数） 

エ 定期的に自動販売機の設置個所周辺の清掃や空き缶の回収（具体的な回数） 

オ 紙コップ自動販売機の害虫等侵入防止策 

 

    

    ⑤その他提案 

    例）自動販売機のラッピングデザイン 

ユニバーサルデザイン機 

      他社製品の取り扱い 

災害時対応 

 

 

 



 ４ 採点基準 

 下記の項目について、提出された企画提案書等をもとに採点を行います。 

 （１） 販売商品              １０点 

 （２） 手数料率              ５０点 

 （３） 環境への配慮・利用のしやすさ    １０点 

（４） 管理運営体制            ２０点 

（５） その他               １０点 

 

 


